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告         示 

 

兵庫県告示第799号の２ 

青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号）第11条第１項の規定により、有害興行として次のものを指定

する。 

平成20年８月１日 

                                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

指定理由 

著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、著しく恐怖心を与え、

又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長する描写、音声などが多く、青少年に観覧

させることは、その健全な育成を阻害するものと認める。 

種  別 名       称 制作・配給会社 

 

映  画 

 

同 

 

同 

    

  同 

    

    同 

    

    同 

    

    同 

    

    同 

     

    同 

    

    同 

 

喪服の女 熟れ肌のめまい 

 

養老ホームの生態 ～肉欲ヘルパー～ 

 

ゾンビ・ストリッパー 

 

 人妻がうずく夜に ～身悶え淫水～ 

 

 女囚アヤカ いたぶり牝調教 

 

 痴漢の手さばき スケベ美人の喘ぎ顔 

 

 や・り・ま・ん 

 

 縄師 

 

 第30回ぴあフィルムフェスティバル 「かざあな」 

 

 フロンティア 

 

オーピー映画 

 

新日本映像 

 

ソニー・ピクチャーズ 

 

オーピー映画 

 

オーピー映画 

 

オーピー映画 

 

新東宝映画 

 

ジョリー・ロジャー 

 

ぴあ 

 

トルネード・フィルム 
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